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令和４年分 

営業等所得収支内訳書 

（甲佐町申告相談用） 
 

～注意～ 

収支内訳書の準備が不十分の方は申告に時間がかかり、準備を済まされている他の方をお待たせして大

変なご迷惑となります。収支内訳書の作成ができていない方の申告は受け付けることができませんので、ご注

意ください。 

 

● 《経費の欄》の記入上の注意 

必要経費は、「事業分」と「家事分（家庭用）」を按分して計算します。 

自宅の一部を事務所として使用している場合や、自家用車を仕事にも使用している場合などは、これらにかかる費

用（固定資産税や水道光熱費、通信費、損害保険料、ガソリン代など）のうち、自宅部分に対する費用及び家事分の

費用は、必要経費にはなりません。 

   使用面積や使用頻度、使用量などにより按分して計算し、「事業分」のみを計上してください。 

〔計算の仕方〕 

                        ＝          ×               (事業使用割合) 

● 所得の計算方法 

営業等所得 ＝ 収入の総額 － 売上原価 － 
必要経費の 

合計 
－ 専従者控除額 

 

● 以下、別紙（表裏面）まで記入してください。 

業  種  名  

屋     号  

事業所の所在地 

（※自宅と違う場合に記入） 

 

 

 

※ 帳簿や領収書などの書類は、５年間（法定帳簿は７年間）保存することが義務付けられて

います。 

事業分の 

必要経費 
支払金額 事業分 

全体(事業分＋家事分) 

◎業種が生命保険外交員・集金人・電力量計

の検針人・家内労働者などの方は、家内労

働者特例を受けられる場合があります。 

 詳しくは申告相談の際にお尋ねください。 

 








